
 

 

【実施期間】 

４月６日(月)から４月１５日(水)までの間 

【埼玉県重点】 

〇自転車への交通反則通告制度導入に伴う 

  交通ルールの遵守とヘルメット着用促進 

〇横断歩道における歩行者優先の徹底 
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～発行～ 
     大井交番  

TEL２６６ー０３９０ 
東入間警察署 

  TEL２６９－０１１０ 
    

安全で安心して暮らせるまちづくり 

 オレオレ等の詐欺被害が依然として多発して 

います。被害防止対策として、 

◎在宅時でも常時留守番電話に設定する。 

◎電話番号通知サービスを利用して、非通知電話 

 や知らない番号は出ない。 

ことをお勧めしています。 

※犯人は声を録音されるのを 

嫌います。 

自転車盗・・・・・１件  万引き・・ １件 

その他窃盗・・・２件 

【期間】２月16日（月）～３月15日（日） 

本数値は大井交番における事案取扱い件数

であり刑法犯認知件数とは異なります。 

 

①一人にならない 

②知らない人についていかない 

③大きな声で助けを呼ぶ 

④だれとどこで何時まで遊ぶ  

  のか家族に話す 

埼玉県内で登山を
される方は、左記
のQRコードから
提出できます。 
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埼玉県警HP https://www..police.pref.saitama.lg.jp/ 


